










仕 様 書 

 

  本業務は、公園緑地等維持管理標準仕様書（令和 8年１月

改訂（平成２３年１月制定）広島市都市整備局緑化推進部）

により施行すること。 



特 記 仕 様 書 

 

 

１ 本特記仕様書は、西区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１）（以下「業務」という。）

に適用する。 

 

２ 本業務の施行路線は、別紙のとおりとする。 

 

３ 道路使用許可書(写し)並びに作業週報（本市所定の様式）については、必ず、作業前に

提出すること。なお、未提出での作業を行った場合は、作業中止等の措置を行うことがあ

る。 

 

４ 現場施行時期は、令和８年６月２６日までとする。 

 

５ 区役所が休日となる日に作業を行おうとするときは、事前に休日作業届を提出すること。

ただし、原則として日曜日には作業をしないこと。 

 

６ 留意事項 

① 対象樹木の生育状況に応じて、地上 50～100㎝の幹周囲に概ね 10㎝間隔で、直径 10

㎜・角度 45°（下向き）・深さ約 60～70㎜の穴を電動ドリルで削孔する。 

② 穴開け後は速やかに薬液（4ml/穴）を注入する。 

③ 薬液注入後、カットパスター癒合剤相当品で穴をふさぐ。 

 

７ 交通誘導員については、作業時に適正な人員配置を見込んでいるが、交通状況等を十分

把握し必要であれば交通誘導員の増員等の安全対策を行い現場の安全管理を徹底すること。 

 

８ 業務施行中は、必ず、作業中である旨を示す看板を掲げること。また、看板は出来るだ

け、運転車及び歩行者等から見やすい位置に配置すること。 

 

９ 報告事項 

（1）受託者は、本業務に従事する現場責任者及び従業員をあらかじめ所定の様式により報

告すること。また、現場責任者及び従業員に変更があった場合も同様とする。 

（2）受託者は、業務完了後、速やかに所定の完了届に施行写真（路線ごとの施行写真・全

ての業務完了後の薬剤の空袋写真）・日報・各伝票を添えて、本市に提出し、検査を受

けるものとする。 

 

10 本特記仕様書に定められていない事項は、本市と協議のうえこれを定めるものとする。 



幹周（ｃｍ） 60未満 60～120 120～180

60未満 60～120 120～180 180以上 (平均4孔) (平均8孔) (平均14孔)

39 鈴が台団地① ｱﾒﾘｶﾌｳ 5 81 25 20 648 350 1,018 4,072

40 鈴が台団地② ｱﾒﾘｶﾌｳ 2 10 4 8 80 56 144 576

41 鈴が台団地③ ｱﾒﾘｶﾌｳ 1 28 3 4 224 42 270 1,080

42 西5区草津鈴が峰線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 30 2 240 28 268 1,072

46 西5区13号線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 3 87 1 12 696 14 722 2,888

47 西5区12号線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 2 44 1 8 352 14 374 1,496

48 西5区鈴が峰田方線 ｱﾒﾘｶﾌｳ 5 79 1 20 632 14 666 2,664

79 井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地① ｱﾒﾘｶﾌｳ 27 188 1 108 1,504 14 1,626 6,504

81 井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地③ ｱﾒﾘｶﾌｳ 32 234 3 128 1,872 42 2,042 8,168

82 井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地④ ｱﾒﾘｶﾌｳ 1 8 4 64 68 272

83 井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地⑤（一部） ｱﾒﾘｶﾌｳ 32 9 128 72 200 800

計 110 798 41 440 6,384 574 7,398 29,592

注入量
（ml）

西区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１）　数量表

路線
番号

路　　線　　名 樹種名
計

高木(単位：本) 樹幹注入孔数



路線
番号

39

40

41

42

46

47

48

79

81

82

83

西5区鈴が峰田方線

井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地①

井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地③

井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地④

鈴が台団地②

鈴が台団地③

西5区草津鈴が峰線

西5区13号線

西5区12号線

西区内街路樹殺虫剤樹幹注入業務（その１）　位置図

井口ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ団地⑤（一部）

対　象　路　線

鈴が台団地①

42 

(一部) 


